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(57)【要約】
　医療装置は、温度信号を送信するように構成された温
度センサと、光信号を送信するように構成された光セン
サと、温度信号及び光信号を受信するように構成された
マイクロコントローラを含む。マイクロコントローラは
、受信した温度信号及び受信した光信号に基づいて、体
温、脈拍数、呼吸数及び血中酸素濃度をリアルタイムで
計算するように構成される。医療装置はまた、患者の体
温、脈拍数、呼吸数及び血中酸素濃度を表示するように
構成されたディスプレイを含む。マイクロコントローラ
は、体温、脈拍数、呼吸数又は血中酸素濃度が予め設定
した範囲の外側にあるときに警報を出すように構成され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　温度信号を送信するように構成された温度センサと、
　光信号を送信するように構成された光センサと、
　温度信号及び光信号を受信し、受信した温度信号及び受信した光信号に基づいて、体温
、脈拍数、呼吸数及び血中酸素濃度をリアルタイムで計算するように構成されたマイクロ
コントローラと、
　患者の体温、脈拍数、呼吸数及び血中酸素濃度を表示するように構成されたディスプレ
イと、を有する医療装置。
【請求項２】
　前記マイクロコントローラは、体温、脈拍数、呼吸数又は血中酸素濃度が予め設定した
範囲の外側にあるときに警報を出すように構成される、請求項１に記載の医療装置。
【請求項３】
　更に、送信機ユニットを有する、請求項１又は２に記載の医療装置。
【請求項４】
　前記送信機ユニットは、信号をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギーネットワ
ークを介して、ユーザ装置、サーバ又はデータベースのうちの少なくとも１つに送信する
ように構成される、請求項３に記載の医療装置。
【請求項５】
　前記医療装置は、衣類に結合される、請求項１～４の何れか１項に記載の医療装置。
【請求項６】
　ストラップが、少なくとも１つの取付け部分を介して前記医療装置に結合される、請求
項１～５の何れか１項に記載の医療装置。
【請求項７】
　更に、少なくとも１つのインジケータライトを有する、請求項１～６の何れか１項に記
載の医療装置。
【請求項８】
　前記マイクロコントローラ用の電力は、バッテリによって供給され、
　前記医療装置は、更に、バッテリレベルインジケータを有する、請求項１～７の何れか
１項に記載の医療装置。
【請求項９】
　医療システムであって、
　複数の医療装置と、
　ユーザ装置と、を有し、
　前記複数の医療装置のうちの第１の医療装置は、第１の患者の皮膚に近接して位置する
ように構成され、前記複数の医療装置のうちの第２の医療装置は、第２の患者の皮膚に近
接して位置するように構成され、前記複数の医療装置の各々は、患者固有の生体データを
リアルタイムで取得するように構成され、
　前記複数の医療装置及び前記ユーザ装置の各々は、信号を低エネルギーネットワークを
介して送受信する、医療システム。
【請求項１０】
　前記ユーザ装置は、ダッシュボードを有するユーザインターフェイスを含み、前記ダッ
シュボードは、前記複数の医療装置から受信した患者固有の生体データを表示する、請求
項９に記載の医療システム。
【請求項１１】
　前記ダッシュボードは、各患者の体温、脈拍数、呼吸数及び血中酸素濃度のうちの少な
くとも１つを表示する、請求項１０に記載の医療システム。
【請求項１２】
　前記複数の医療装置及び前記ユーザ装置のうちの少なくとも１つは、患者固有の生体デ
ータの各測定値のための閾値又は範囲を含む、請求項９～１１の何れか１項に記載の医療
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システム。
【請求項１３】
　患者固有の生体データの測定値が閾値を超え又は範囲の外側にあるとき、前記複数の医
療装置のうちの少なくとも１つの医療装置及び前記ユーザ装置は警報を出す、請求項１２
に記載の医療システム。
【請求項１４】
　前記警報は、前記医療装置のインジケータライトである、請求項１３に記載の医療シス
テム。
【請求項１５】
　前記警報は、前記ユーザ装置で出される可聴アラームである、請求項１３に記載の医療
システム。
【請求項１６】
　前記警報は、前記低エネルギーネットワークを介して又はＳＭＳ信号として、別の装置
に送信される、請求項１３に記載の医療システム。
【請求項１７】
　方法であって、
　患者固有の生体データを複数のウェアラブル医療装置から取得することを含み、各ウェ
アラブル医療装置は、患者に位置決めされ、且つ、患者の皮膚に近接して位置決めされた
センサを含み、前記センサは、患者固有の生体データを取得し、
　更に、前記センサから取得した生体データを処理することと、
　処理したデータが、定められた閾値又は範囲の内側にあるかどうかを判定することと、
　処理したデータが、前記定められた閾値又は範囲の内側にないとき、警報を出すことと
、を含む方法。
【請求項１８】
　更に、処理したデータが、前記定められた閾値又は範囲の内側にあるとき、生体データ
を前記センサから取得し続けることを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記警報は、前記ウェアラブル装置で出される、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記警報は、ユーザ装置で出される、請求項１７～１９の何れか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の様々な態様は、一般に１又は２以上の患者のモニタリングに役立つシステム及
び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの病院及び医療提供者は資源が不十分であり、人員が足りておらず、及び／又は患
者で埋め尽くされている。多くの発展途上国の病院及び医療提供者には、例えば十分な設
備、熟練した専門家及び安定した電力供給が不足していることが多い。従って、多くの発
展途上国の病院及び医療提供者は、過度に高い新生児死亡率に見舞われることが多い。い
くつかの側面では、例えば患者の１又は２以上の異常なバイタルサインなどの苦痛を示す
最初の徴候時に治療が行われれば、死亡率が低下する可能性もある。しかしながら、多く
の場合、不十分な設備、時間及び／又は不安定な電力供給は、各患者のバイタルサインを
継続して確実にモニタリングする医療専門家の能力を低下させてしまう。従って、医療専
門家が装置又はシステムによって各患者のバイタルサインを継続的にモニタリングし、患
者が異常なバイタルサイン及び／又はその他の苦痛の徴候を示している時に知らせること
ができれば、健康問題、さらには死亡さえも防がれる可能性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　本開示のシステム、装置及び方法は、上述した欠点の一部を是正し、及び／又は先行技
術の他の態様に対処することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本開示の実施例は、とりわけ医療システム、装置及び方法に関する。本明細書に開示す
る各実施例は、開示する他の実施例のいずれかに関連して説明する特徴のうちの１つ又は
２つ以上を含むことができる。
【０００５】
　１つの実施例では、医療装置が、温度信号を送信するように構成された温度センサと、
光信号を送信するように構成された光センサとを含むことができる。医療装置は、温度信
号及び光信号を受取るように構成されたマイクロコントローラを含むこともできる。マイ
クロコントローラは、受信した温度信号及び受信した光信号に基づいて、体温、脈拍数、
呼吸数及び血中酸素濃度をリアルタイムで計算するように構成することができる。医療装
置は、患者の体温、脈拍数、呼吸数及び血中酸素濃度を表示するように構成されたディス
プレイを含むこともできる。
【０００６】
　医療装置の実施例は、以下の特徴のうちのいずれか１つ又は２つ以上をさらに含むのが
よい。１つの態様では、医療装置が、受信した温度信号及び受信した光信号のみに基づい
て、体温、脈拍数、呼吸数及び血中酸素濃度をリアルタイムで計算することができる。マ
イクロコントローラは、体温、脈拍数、呼吸数又は血中酸素濃度が予め設定した範囲の外
側にある場合に警報を出すように構成することができる。医療装置は、送信機ユニットを
さらに含むことができる。送信機ユニットは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネル
ギーネットワークを介して、ユーザ装置、サーバ又はデータベースのうちの少なくとも１
つに信号を送信するように構成することができる。医療装置は、衣類に結合することがで
きる。医療装置には、少なくとも１つの取付け部分を介してストラップを結合することが
できる。医療装置は、少なくとも１つのインジケータライトをさらに含むことができる。
マイクロコントローラはバッテリによって駆動することができ、医療装置はバッテリレベ
ルインジケータをさらに含むことができる。
【０００７】
　別の態様では、医療システムが複数の医療装置を含むことができ、複数の医療装置のう
ちの第１の医療装置は、第１の患者の皮膚に近接して位置するように構成され、複数の医
療装置のうちの第２の医療装置は、第２の患者の皮膚に近接して位置するように構成され
る。複数の医療装置の各々は、患者固有の生体データをリアルタイムで取得するように構
成することができる。このシステムはユーザ装置を含むことができ、複数の医療装置及び
ユーザ装置の各々は、低エネルギーネットワークを介して信号を送受信することができる
。
【０００８】
　医療システムの実施例は、以下の特徴のうちのいずれか１つ又は２つ以上をさらに含む
ことができる。ユーザ装置は、ダッシュボードを有するユーザインターフェイスを含むこ
とができ、ダッシュボードは、複数の医療装置から受取った患者固有の生体データを表示
することができる。ダッシュボードは、各患者の体温、脈拍数、呼吸数及び血中酸素濃度
のうちの少なくとも１つを表示することができる。複数の医療装置及びユーザ装置のうち
の少なくとも１つは、各患者固有の生体データ測定値の閾値又は範囲を含むことができる
。患者固有の生体データ測定値がそれぞれの閾値又は範囲を上回り又は外れている場合、
複数の医療装置のうちの１つの医療装置及びユーザ装置の少なくとも一方は警報を出すこ
とができる。警報は、医療装置上のインジケータライトとすることができる。警報は、ユ
ーザ装置で出される可聴アラームとすることができる。警報は、低エネルギーネットワー
クを介して又はＳＭＳ（short message service）信号として別の装置に送信することも
できる。
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【０００９】
　別の態様によれば、方法が、それぞれが患者上に配置された複数のウェアラブル医療装
置から患者固有の生体データを取得することを含むことができる。各ウェアラブル医療装
置は、患者の皮膚に近接して位置するセンサを含むことができ、このセンサは、患者固有
の生体データをリアルタイムで取得することができる。方法は、センサから取得したデー
タを処理することと、処理したデータが、定められた閾値又は範囲の内側にあるかどうか
を判定することをさらに含むことができる。方法は、処理したデータが、定められた閾値
又は範囲の内側にない場合に警報を出すことを含むことができる。
【００１０】
　方法の実施例は、以下の特徴のうちのいずれか１つ又は２つ以上をさらに含むことがで
きる。方法は、処理したデータが、定められた閾値又は範囲の内側にある場合に、センサ
からデータを取得し続けるステップをさらに含むことができる。警報は、ウェアラブル装
置上で出すことができる。警報は、ユーザ装置上で出すことができる。
【００１１】
　さらなる実施例では、医療装置が、温度信号を送信するように構成された温度センサと
、光信号を送信するように構成された光センサとから成ることができる。医療装置は、温
度信号及び光信号を受取るように構成されたマイクロコントローラから成ることもできる
。マイクロコントローラは、受信した温度信号及び受信した光信号に基づいて、体温、脈
拍数、呼吸数及び血中酸素濃度をリアルタイムで計算するように構成することができる。
医療装置は、患者の体温、脈拍数、呼吸数及び血中酸素濃度を表示するように構成された
ディスプレイから成ることもできる。
【００１２】
　上述した概要及び以下の詳細な説明は例示的かつ解説的なものにすぎず、特許請求する
特徴を限定するものではない。本明細書で使用する「含む、備える、有する（ｃｏｍｐｒ
ｉｓｅｓ、ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ、ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ、ｈａｖｉｎｇ）」という用語、
又はこれらの用語の他の変化形は、要素の列挙を含むプロセス、方法、物品又は装置がこ
れらの要素しか含んでいないのではなく、明確に列挙されていない又はこのようなプロセ
ス、方法、物品又は装置に固有の他の要素を含むことができるように非排他的な包含を含
むことが意図されている。また、本明細書では、「例示的（ｅｘｅｍｐｌａｒｙ）」とい
う用語を、「理想的（ｉｄｅａｌ）」ではなく「用例（ｅｘａｍｐｌｅ）」の意味で使用
する。なお、本明細書で開示又は特許請求する（全ての開示する値、限界及び範囲を含む
）全ての数値は、（異なる変動を指定していない限り）開示する数値から±１０％の変動
を含むことができる。さらに、特許請求の範囲における様々な特許請求する要素及び／又
は特徴の値、限界及び／又は範囲は、記載する値、限界及び／又は範囲±１０％を意味す
る。
【００１３】
　本明細書に組み込まれて本明細書の一部を成す添付図面は、様々な例示的な実施形態を
示すとともに、開示する実施形態の原理を明細書と共に説明する役割を果たす。当業者で
あれば、特定の態様又は実施形態の特徴は、本開示において説明する他の態様又は実施形
態のうちの一部又は全部の態様又は実施形態の特徴と組み合わせて使用することもできる
と容易に認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の態様による医療システムを示す図である。
【図２】本開示の態様による例示的なウェアラブル装置の斜視図である。
【図３】本開示の態様による例示的なウェアラブル装置の前部の平面図である。
【図４】本開示の態様による、図３の例示的なウェアラブル装置の後部の平面図である。
【図５】本開示の態様による、図３及び図４の例示的なウェアラブル装置の部分的分解図
である。
【図６】本開示の態様による例示的なストラップの斜視図である。
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【図７】本開示の態様による別の例示的なウェアラブル装置の斜視図である。
【図８】本開示の態様による例示的な電子機器の構造を示す図である。
【図９】本開示の態様による例示的な電子通信のフローチャートである。
【図１０】本開示の態様による例示的なデータ波形を示す図である。
【図１１】本開示の態様による例示的なユーザインターフェイス表示を示す図である。
【図１２】本開示の態様によるユーザインターフェイス表示の例示的な特徴を示す図であ
る。
【図１３】本開示の態様によるユーザインターフェイス表示のさらなる例示的な特徴を示
す図である。
【図１４】本開示の態様による例示的なモニタリング方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本開示の実施形態は、患者モニタリングの有効性及び安全性を促して改善するためのシ
ステム、装置及び方法を含む。例えば、本開示の態様は、ユーザ（例えば、医師、医療技
術者、乳児又は子供をモニタリングする親又は保護者、或いは他の医療サービス提供者）
に１又は２以上の患者をモニタリングする能力をもたらすことができる。このようなモニ
タリングは、患者固有の情報に基づくことができる。また、本開示のシステム、装置及び
方法は、ユーザに患者のバイタルサインの状態を通知するように、１又は２以上の警報の
発信を促すことができる。
【００１６】
　以下、添付図面に示す上述した本開示の実施例を詳細に参照する。図面全体を通じて、
同じ又は同様の部品の参照には可能な限り同じ参照番号を使用する。
【００１７】
　図１に、少なくとも１つのウェアラブル装置１２とユーザ装置１４とを含むシステム１
０を示す。システム１０は、サーバ１６及びデータベース１８を含むこともできる。サー
バ１６及びデータベース１８は別個の要素として示しているが、本開示はそのように限定
されるものではない。むしろ、いくつかの構成では、サーバ１６及びデータベース１８を
ユーザ装置１４に組み込み、及び／又は別個の装置に組み合わせることもできる。図１に
示すように、各ウェアラブル装置１２は、未加工データを検知し、この未加工データを処
理して処理データ及び／又は警報データを取得することができる。その後、これらの処理
データ及び／又は警報データは、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）低エネルギー（
「ＢＬＥ」）ネットワーク２０を介してユーザ装置１４、サーバ１６及び／又はデータベ
ース１８のうちの１つ又は２つ以上に送信することができる。ウェアラブル装置１２及び
ユーザ装置１４の一方又は両方は、処理データ及び／又は警報データに基づいて警報又は
警告を示すことができる。警報又は警告は、ウェアラブル装置１２上のインジケータ２２
を介して、及び／又はユーザ装置１４のディスプレイ２４上に表示することができる。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、ウェアラブル装置１２は、バンド又はストラップ２６を用
いて患者に配置することができる。ウェアラブル装置１２は、ストラップ２６に取り外し
可能に結合することも、ストラップ２６をウェアラブル装置１２のハウジング２８に組み
込んで形成することもできる。ハウジング２８は、ストラップ２６がハウジング２８のイ
ンジケータ２２とは反対側に取付けられるようにストラップ２６に結合することができる
。ハウジング２８は、完全に密閉できるとともに、丸みを帯びた又は別様に面取りした縁
部を含むことができ、これによって洗浄を容易にして安全性を改善することができる。１
つの態様では、ハウジング２８が、約７０ｍｍ～約８０ｍｍの、又は約７５ｍｍの長さＬ
を有することができる。他の構成では、ハウジング２８が、約４０ｍｍ～約４５ｍｍの、
又は約４３ｍｍの長さＬを有することができる。また、ハウジング２８は、約５０ｍｍ～
約６０ｍｍの、又は約５６ｍｍの幅Ｗを有することができる。他の構成では、ハウジング
２８が、約３０ｍｍ～約４０ｍｍの、又は約３２ｍｍの幅Ｗを有することができる。さら
に、ハウジング２８は、約１０ｍｍ～約１５ｍｍの、又は約１３ｍｍの深さＤを有するこ
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とができる。
【００１９】
　ハウジング２８は、少なくとも部分的に耐水性であることを確実にするためのシール（
図示せず）を含むことができる。ハウジング２８は、ゴアテックス（登録商標）製の小型
バルブを含むこともできる。このバルブは、密封されたハウジング２８とその外部環境と
の間で圧力を平衡化させて、高所又は加熱下における圧力上昇を防ぐのに役立つことがで
きる。ハウジング２８は、紫外光の影響を受けにくい耐熱性プラスチック材料を含むこと
ができる。ハウジング２８は、漂白剤及び／又はその他の医療グレードの洗浄剤に対する
耐性を有することもできる。例えば、ハウジング２８は、適切なＦＤＡ及びＥＵの医療装
置規則に適合するＰＡ２２０１ポリアミド天然医療グレードナイロンポリマーで形成する
ことができる。或いは、ハウジング２８は、Ｒａｄｅｌ（登録商標）ポリフェニルスルホ
ン（ＰＰＳＵ）、ＸＥＮＯＹ（登録商標）樹脂、及び／又は他のいずれかの適切な材料又
はこれらの組み合わせで構成することもできる。ハウジング２８は、７０％イソプロピル
アルコールを用いた消毒に耐えることもできる。
【００２０】
　ストラップ２６は、ハウジング２８を異なる身体部分（例えば、足、手首、上腕、胸部
、頭部など）及び異なるサイズの患者に結合するように調整することができる。いくつか
の構成では、１人の患者が、様々な身体部分に結合された複数のウェアラブル装置１２を
同時に着用することもできる。ストラップ２６は、ストラップ２６及びウェアラブル装置
１２が患者に取付けられた時にその位置を確実に維持するのに役立つように表面加工し、
及び／又は把持能力を有することができる。ストラップ２６は、再利用及び洗浄が可能な
ものとすることも、或いは使い捨てとすることもできる。ストラップ２６は、再利用可能
な場合、環境に優しいもの、無鉛性、ＢＰＡフリー、ＰＶＣフリーとすることができ、ま
た２００８年の消費者製品安全改善法の要件を満たすことができる。例えば、ストラップ
２６は、ＭｉｎｉＴｗｉｓｔ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｄｏｏｄｌｅ　Ｐｌａｃｅｍａｔ製と
することができる。ストラップ２６は、使い捨ての場合、ソフトタッチ、プラスチックフ
リー、無孔性、ＢＰＡフリー、ＰＶＣフリー、鉛フリー、ラテックスフリー、フタル酸エ
ステルフリーとすることができ、石鹸と水で洗浄することができ、ＦＤＡ及びＥＵが承認
する食品グレードシリコーンで形成することができる。例えば、ストラップ２６は、Ｎｅ
ａｔ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ社のＴｉｄｙ　Ｔｏｐｐｅｒ（登録商標）使い捨てマルチユー
スパッドとすることができる。ストラップ２６は、少なくとも部分的に弾力性があり、敏
感肌に触れても安全なものとすることができる。さらに、ストラップ２６は、７０％イソ
プロピルアルコール及び／又は漂白剤を用いた消毒に耐えることもできる。ストラップ２
６のさらなる詳細については図６に関連して説明する。
【００２１】
　ユーザ装置１４は、例えばラップトップコンピュータ、デスクトップコンピュータ、タ
ブレット、スマートホン、スマートウォッチ、ページャなどのいずれかの電子ディスプレ
イ装置とすることができる。ユーザ装置１４は、画面又はタッチ画面とすることができる
ディスプレイ２４を含むことができる。ディスプレイ２４は、ウェアラブル装置１２を装
着した／ウェアラブル装置１２に結合された少なくとも１人の患者に関する情報を伝える
。１つの態様では、ディスプレイ２４が、少なくとも５つのウェアラブル装置１２、少な
くとも１５個のウェアラブル装置１２、少なくとも３０個のウェアラブル装置１２などに
関する情報を表示することができる。ディスプレイ２４は、モニタリング中の各ウェアラ
ブル装置１２から受取られた処理データ及び／又は警報データを表示することができる。
【００２２】
　１つの態様では、ユーザ装置１４が、ダウンロード又は予めロードすることができるモ
バイルアプリケーションを含むことができる。このアプリケーションは、ＢＬＥネットワ
ーク２０に接続してシステム１０の他の要素との間で情報及び信号を送受信する能力を含
むことができる。以下でさらに詳細に説明するように、このアプリケーションは、各ウェ
アラブル装置１２の情報、個人のユーザプロファイル、履歴データをソートして記憶し、
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他の機能を含むこともできる。このユーザ装置１４上のアプリケーションは、サーバ１６
及びデータベース１８との間でデータを送受信することもできる。
【００２３】
　さらに、ユーザ装置１４を単一のコンピュータ（例えば、ラップトップコンピュータ）
として示しているが、本開示はそのように限定されるものではない。むしろ、ユーザ装置
１４は、例えばラップトップコンピュータと、スマートウォッチ、ページャ、タブレット
又はその他のこのようなポータブル装置などの２つの装置を含むこともできる。ラップト
ップコンピュータは、少なくとも１つのウェアラブル装置１２から取得された情報を受取
り、処理し、（例えば、ディスプレイ２４を介して）表示することができる。警報が出さ
れた場合には、ラップトップコンピュータのディスプレイ２４上に警報を表示して（又は
ラップトップコンピュータから可聴信号を発して）、ユーザがラップトップコンピュータ
ディスプレイ２４の指定範囲内に存在するかどうか、及び／又はラップトップコンピュー
タからの聴覚警報が聞こえるほど近くに存在するかどうかにかかわらずユーザに確実に警
報が伝わるように、スマートウォッチ、ページャ、タブレット又は他のこのようなポータ
ブル装置に信号を送信することができる。１つの態様では、ラップトップコンピュータか
らスマートウォッチ、ページャ、タブレット又は他のこのようなポータブル装置にＳＭＳ
メッセージとして、又はＢＬＥネットワーク２０を含むいずれかの通信ネットワークを介
して警報を送信することができる。ユーザのスマートホンを第２の装置として、あらゆる
警報情報をラップトップコンピュータディスプレイ２４とスマートホンの両方に選択的に
表示することができると理解される。ディスプレイ２４に表示される情報は、ラップトッ
プコンピュータに送信した後にスマートホンに送信することも、或いはラップトップコン
ピュータとスマートホンの両方に直接送信することもできる。
【００２４】
　サーバ１６は、少なくとも１つのウェアラブル装置１２が取得したデータを処理する少
なくとも１つのプロセッサを含むことができる。データベース１８は、少なくとも１つの
ウェアラブル装置１２から取得されたデータを記憶するとともに、患者固有の又はユーザ
固有の設定を記憶することもできる。上述したように、サーバ１６及びデータベース１８
は、いずれもユーザ装置１４に組み込むことができる。サーバ１６又はデータベース１８
は、さらに効率的又は効果的なデータの処理及び記憶を行うことができるクラウドベース
のモジュールとすることもできる。或いは、局所的な誤動作又は電力損失の場合には、ク
ラウドベースのモジュールがバックアップデータベースとして機能することもできる。
【００２５】
　ＢＬＥネットワーク２０は、インターネット接続を必要としない無線パーソナルエリア
ネットワークとすることができる。ＢＬＥネットワークは、短波長ＵＨＦ電波を使用して
データを交換するいずれかの短距離パーソナルエリアネットワークとすることができる。
ＢＬＥネットワーク２０は低電力レベルしか必要とせず、屋内では約２０ｍ～３０ｍ又は
それよりも広い範囲を、屋外では約６０ｍ～８０ｍ又はそれよりも広い範囲を有すること
ができる。ＢＬＥネットワーク２０は、近接位置特定能力を含むこともでき、システム１
０内の既知の装置が互いの特定の範囲内に存在する時には、これらの装置を自動的に接続
又はペアリングすることができる。これらの装置は、一意の装置シリアル番号、ＭＡＣア
ドレス、無線周波数識別コードなどによって識別することができる。
【００２６】
　なお、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信ネットワークについて説明しているが、シ
ステム１０の要素は、いずれかの既知の又は今後開発される通信システムを介して信号及
びデータを送受信することもできる。例えば、システム１０の要素は、ＷｉＦｉ、セルラ
ーネットワーク、ＳＭＳメッセージング、或いはその他のいずれかの有線又は無線プロト
コルを介して信号及びデータを送受信することができる。
【００２７】
　図３及び図４に示すように、ウェアラブル装置１２のハウジング２８は、前部３０及び
後部３２を含む。患者に配置する際には、前部３０が（例えば、患者から離れて）外側を
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向くように構成され、後部３２が患者の皮膚に面し及び／又は接触するように構成される
。さらに、前部３０及び後部３２は、いずれかの適切な形で互いに結合することができる
。例えば、前部３０及び後部３２は、スナップ嵌め、摩擦嵌め、及び／又は１又は２以上
の機械的締結具（例えば、図示していないねじなど）を介して共に結合することができる
。或いは、前部３０及び後部３２は、本開示の範囲から逸脱することなくカバー５８（図
５）を介して互いに結合することもできる。
【００２８】
　上述したように、前部３０はインジケータ２２を含むことができる。前部３０は、オン
／オフボタンなどの電源ボタン３４、バッテリレベルインジケータ３６、及び任意にディ
スプレイ３８を含むこともできる。電源ボタン３４は、ウェアラブル装置１２の電源がオ
ン又はオフのいずれであるかを示すＬＥＤ又はその他の照明要素を含むこともできる。バ
ッテリレベルインジケータ３６は、充電可能又は交換可能とすることができる内部バッテ
リ５４（図５）の状態及び／又は充電レベルを示すことができる。例えば、バッテリレベ
ルインジケータ３６は、現在の電力量、及び／又はバッテリがウェアラブル装置１２に電
力を供給できる残り時間を示す、分割された又は連続するバーとすることができる。ディ
スプレイ３８はＬＣＤディスプレイとすることができ、患者の状態、患者識別情報などを
視覚的に示すことができる。ディスプレイ３８はタッチ画面とすることもでき、任意にデ
ィスプレイ３８には、インジケータ２２、電源ボタン３２及びバッテリレベルインジケー
タ３６を組み込むことができる。図示してはいないが、前部３０は、例えばリセットボタ
ンなどの他のインジケータ又は入力部を含むこともできる。
【００２９】
　後部３２は、温度センサ４０及び光センサ４２を含むことができる。温度センサ４０及
び光センサ４２は、いずれもウェアラブル装置１２を患者に配置した時に患者の皮膚に面
するように及び／又は接触するように配置することができる。１つの態様では、患者に配
置した時に、後部３２、温度センサ４０及び光センサ４２が患者の皮膚に接触することが
できる。別の態様では、患者に配置した時に、後部３２、温度センサ４０及び光センサ４
２のうちのいずれかが患者の皮膚に近接し、例えば患者の皮膚から０．５ｍｍ、１ｍｍ、
３ｍｍ、５ｍｍ又は１０ｍｍ離れることができる。後部３２は、例えば有線接続（図５）
を通じて内部の充電式バッテリ５４を充電するための充電ポート４４を含むこともできる
。後部３２は、後部３２の両側に近接して配置されたスロット４６を含むことができ、ス
ロット４６は、ストラップ２６をスロット４６に通すことによってストラップ２６がハウ
ジング２８に取付けられるようにすることができる。スロット４６は、ハウジング２８の
長手方向軸に対して垂直とすることができる。しかしながら、他の構成では、スロット４
６がハウジング２８の長手方向軸に対して垂直でなくてもよい。スロット４６は、ハウジ
ング２８の側面上のスロット（図示せず）又はハウジング２８の前部３０に内部的に接続
／位置合わせして、ストラップ２６をスロット４６の一方に通してハウジング２８の側面
上の別のスロットから又は前部３０を通じて排出できるようにすることもできる。或いは
、後部３２は、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）、フック、或いはストラップ２６又は別の衣類
をハウジング２８に取付けるための他のいずれかの要素を含むこともできる。図示しては
いないが、後部３２は、ウェアラブル装置１２にメモリカードを動作可能に結合するため
の、例えばＳＤカードポートなどのメモリカードポートを含むこともできる。
【００３０】
　温度センサ４０は、サーミスタ、又は外部での使用に適したいずれかのセンサとするこ
とができる。温度センサ４０は、患者の体温を検出し、従って発熱、高熱、低体温などを
示すことができる。温度センサ４０は、ＢＬＥネットワーク２０を介してユーザ装置１４
、サーバ１６及びデータベース１８に信号及び情報を送信することができる。１つの態様
では、ＢＬＥネットワーク２０を介してユーザ装置１４、サーバ１６及びデータベース１
８のうちの少なくとも１つに温度センサ４０の未加工の測定データを直接送信し、ユーザ
装置１４、サーバ１６及びデータベース１８のうちの少なくとも１つがデータを解析する
ことができる。別の態様では、図１に示すように、ウェアラブル装置１２内の内部コンポ
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ーネント（例えば、プロセッサ）が温度センサ４０の未加工の測定データを解析した後に
、ＢＬＥネットワーク２０を介してユーザ装置１４、サーバ１６及びデータベース１８の
うちの少なくとも１つに処理データ及び／又は警報データを送信することができる。ウェ
アラブル装置１２、ユーザ装置１４、サーバ１６及びデータベース１８のうちの１つ又は
２つ以上は、このデータに基づいて警報を出すことができる。
【００３１】
　光センサ４２は、例えば安全な波長及び強度の光を放出するＬＥＤなどの発光素子と、
光検出素子とを含むことができる。光センサ４２は、発光素子（例えば、ＬＥＤ）から一
定量の光（例えば、紫外光、可視光又は赤外光）を放出し、患者の皮膚によって反射され
光検出素子によって検出された光の量に基づいて、患者の脈拍数、呼吸数及び血中酸素飽
和度（例えば、ＳｐＯ2又は末梢毛細血管酸素飽和度）を測定することができる。或いは
、光センサ４２は、患者の皮膚の透過率に基づくこともできる。例えば、患者の指又はつ
ま先の片側に発光素子を配置し、患者の指又はつま先の反対側に光検出素子を配置するこ
とができる。光センサ４２は、患者の指又はつま先を透過して光検出素子によって検出さ
れた光の量に基づいて、患者の脈拍数、呼吸数及び血中酸素飽和度（例えば、ＳｐＯ2又
は末梢毛細血管酸素飽和度）を測定することができる。
【００３２】
　１つの実施例では、光センサ４２が、赤色光源及び赤外光源と、対応する赤色光検出素
子及び赤外光検出素子とを含むことができる。赤色光及び赤外光は、異なる深さに及び／
又は異なる形で浸透、反射及び／又は透過することができる。１つの態様では、赤色光及
び／又は赤外光を用いて光電式容積脈波記録法を実行して血液の容積変化を求めることが
できる。温度センサ４０の場合と同様に、ウェアラブル装置１２内の内部コンポーネント
（例えば、プロセッサ）は、光センサ４２によって取得されたデータを解析した後に、Ｂ
ＬＥネットワーク２０を介してユーザ装置１４、サーバ１６及びデータベース１８のうち
の少なくとも１つに処理データ及び／又は警報データを送信することができる。或いは、
ＢＬＥネットワーク２０を介してユーザ装置１４、サーバ１６及びデータベース１８のう
ちの少なくとも１つに光センサ４２の未加工の測定データを直接送信し、ユーザ装置１４
、サーバ１６及びデータベース１８のうちの少なくとも１つがデータを解析することもで
きる。ウェアラブル装置１２、ユーザ装置１４、サーバ１６及びデータベース１８のうち
の１つ又は２つ以上は、光センサ４２から受取られたデータに基づいて警報を出すことも
できる。
【００３３】
　光センサ４２は、光センサ４２の測定に周辺光が干渉するのを阻止できる光バリアを含
むことができる。例えば、光センサ４２、及び／又はハウジング２８の形状は、光センサ
４２から約２ｃｍの半径内の光を遮ることができる。このような光バリアは、硬化後熱処
理を含むことも又は含まないこともできる、黒色染料で３Ｄ印刷されたＡｃｃｕｒａ　Ｓ
Ｌ　５５３０材料を含むことができる。
【００３４】
　図５は、ハウジング２８をストラップ２６に取付けたウェアラブル装置１２の部分的分
解図である。図示のように、ハウジング２８は、前面ケース４８（又は図３の前部３０）
及び後面ケース５０（又は図４の後部３２）を含む。前面ケース４８及び後面ケース５０
は、上述した前部３０及び後部３２と同様に、例えばスナップ嵌め、摩擦嵌め、及び／又
は１又は２以上の機械的締結具（例えば、図示していないねじなど）などを介していずれ
かの適切な方法で互いに結合することができる。これに加えて、又はこれとは別に、前面
ケース４８及び後面ケース５０は、本開示の範囲から逸脱することなくカバー５８を介し
て互いに結合することもできる。
【００３５】
　後面ケース５０は、ストラップ２６をハウジング２８に取付けるためのスロット４６を
含むことができる。前面ケース４８及び後面ケース５０は、前部３０と後部３２との間に
配置された複数の内部コンポーネント５２を封入することができる。内部コンポーネント
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５２は、バッテリ５４及びプリント基板５６を含むことができる。プリント基板５６は、
マイクロコントローラ及び／又はプロセッサと、送信機ユニットと、受信機ユニットと、
アンテナと、インジケータ２２、バッテリレベルインジケータ３６、ディスプレイ３８、
温度センサ、光センサ４２及び充電ポート４４との間で信号を送受信するための他の電気
部品とを含むことができる。プリント基板５６及び電気部品は、バッテリ５４によって駆
動することができる。１つの態様では、バッテリ５４を、７００ｍＡｈの容量と、４５０
ｍＡｈの充電電流と、１４ｍＡｈの放電電流とを有する３．７Ｖバッテリとすることがで
きる。バッテリ５４は、約１０５分の充電時間と、約５０時間の実行時間とを有すること
ができる。１つの態様では、バッテリ５４が充電式であり、充電の合間に５日～７日など
の数日間にわたって動作することができる。さらに、バッテリ５４は、例えば有線又は無
線誘導充電を含むいずれかの好適な方法で充電することもできる。
【００３６】
　これとは別に、又はこれに加えて、プリント基板５６及び電気部品は、例えば太陽光発
電などの別の電源を用いて駆動することもできる。１つの態様では、ウェアラブル装置１
２が、ウェアラブル装置１２上の又はウェアラブル装置１２から分離されたソーラーパネ
ルを介して充電できるバッテリ５４を含むことができる。別の態様では、ウェアラブル装
置１２に電力が供給されるようにするために、ウェアラブル装置１２が、例えば太陽光発
電式バッテリセル又は発電機セルなどの外部電源への有線接続を含むことができる。内部
コンポーネント５２は、ＢＬＥネットワーク２０、或いは他の有線又は無線システムを介
して、ユーザ装置１４、サーバ１８及び／又はデータベース１８との間で信号を送受信す
ることもできる。
【００３７】
　図５に示すように、ウェアラブル装置１２はカバー５８を含むことができる。カバー５
８は、例えば使い捨てのプラスチックラップとすることができる。いくつかの構成では、
カバー５８が、使用中にウェアラブル装置１２上に留まることができ、また温度センサ４
０及び光センサ４２がカバー５８を通じて生体データを取得できるように透明であること
ができる。この態様では、患者による使用の合間にカバー５８を交換することにより、ウ
ェアラブル装置１２を異なる患者に使用することができる。カバー５８は、温度センサ４
０及び光センサ４２の各々と患者の皮膚との間にさらなる絶縁をもたらすことができる。
また、カバー５８は、ウェアラブル装置１２の一部のみを覆い、取り囲み、又はそこに別
様に配置することができる。例えば、カバー５８は、ウェアラブル装置１２の一部のみに
巻き回すことができる。
【００３８】
　図６は、ストラップ２６Ａの別の構成の斜視図である。ストラップ２６Ａは、比較的幅
広い部分６０と開口部６２とを含む。幅広部分６０は、ハウジング２８の形状及びサイズ
に対応するように成形することができる。開口部６２は、幅広部分６０のほぼ中央で切り
抜くことができる。開口部６２は、温度センサ４０及び光センサ４２がストラップ２６Ａ
に妨げられずに患者の皮膚に面し及び／又は接触できるように、これらのセンサの位置に
対応することができる。開口部６２は、透明なカバーを含むこともできる。ストラップ２
６Ａは、Ｖｅｌｃｒｏ（登録商標）、フック、接着剤、或いはストラップ２６Ａの幅広部
分６０にハウジング２８を取付けて患者の身体の一部又はその周囲にストラップ２６Ａを
調整可能に固定するための他のいずれかの機構を含むことができる。任意に、ストラップ
２６Ａは、上述したようにハウジング２８の１又は２以上のスロット４６に通すこともで
きる。
【００３９】
　いくつかの構成では、ストラップ２６Ａが、約１ｃｍ～約２ｃｍの又は約１．７５ｃｍ
の幅Ａを有することができ、部分６０が、約５ｃｍ～約６ｃｍの又は約５．４ｃｍの幅Ｂ
を有することができる。また、開口部６２は、約１ｃｍ～約２ｃｍの又は約１．３ｃｍの
幅Ｃを含むことができる。開口部６２の長さＤは、約２ｃｍ～約３ｃｍ又は約２．３ｃｍ
とすることができる。また、部分６０の長さＥは、約５ｃｍ～約７ｃｍ又は約６ｃｍとす



(12) JP 2019-524409 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

ることができる。さらに、部分６０の一端とストラップ２６の端部との間に延びるストラ
ップ２６Ａの長さＦは、約８ｃｍ～約９ｃｍ又は約８．３ｃｍとすることができる。また
、部分６０の反対端とストラップ２６の端部との間に延びるストラップ２６Ａの長さは、
約５０ｃｍ～約６０ｃｍ又は約５５ｃｍとすることができる。１つの態様では、ストラッ
プ２６Ａを再利用可能材料又は使い捨て材料のロール又はシートから切断することができ
る。ストラップ２６Ａは、テンプレート形状を用いて切断することができる。さらに、ス
トラップ２６Ａ及び／又はハウジング２８は、温度センサ４０及び光センサ４２と患者の
皮膚との間のセンサ絶縁体を含み、又はこれに結合することができる。センサ絶縁体は、
ハウジング２８内のプリント基板５６に結合することも、又はハウジング２８の外部に存
在することもできる。１つの態様では、センサ絶縁体をＧｌａｄ（登録商標）Ｃｌｉｎｇ
Ｗｒａｐ低密度ポリエチレンフィルムなどの使い捨てとすることができ、このフィルムも
ＢＰＡフリー、ＰＶＣフリー、及びフタル酸エステルフリーとすることができる。
【００４０】
　本開示の実施例にはストラップ２６（又は２６Ａ）に結合されたウェアラブル装置１２
を示しているが、本開示はそのように限定されるものではない。むしろ、いくつかの構成
では、ウェアラブル装置１２をいずれかの適切な衣類に取付け、結合し、又は別様に接合
することができる。例えば、図７に示すように、ウェアラブル装置１２’は、例えば帽子
６４などの衣類に埋め込まれた又は別様に結合されたハウジング２８’を含むことができ
る。帽子６４は、上述したストラップ２６Ａと同様に、ハウジング２８’の後部における
ウェアラブル装置１２’のセンサが衣類の材料に妨げられることなく患者の皮膚に面し及
び／又は接触できるような開口部（図示せず）を含むことができる。或いは、帽子６４は
、ストラップ２６と同様に、センサが帽子６４に妨げられることなく患者の皮膚に面し及
び／又は接触できるように、ハウジング２８’の側面に結合することもできる。図７には
インジケータ２２及びバッテリレベルインジケータ３６しか示していないが、ウェアラブ
ル装置１２’は、図２～図５に関連して説明した上述の特徴部のうちのいずれか１つ又は
２つ以上を含むこともできる。
【００４１】
　次に、図８に、ウェアラブル装置１２の例示的な機能アーキテクチャを示す。例えば、
温度センサ４０は、患者の皮膚６６の温度を検出することができ、１又は２以上の発光素
子及び１又は２以上の光検出素子を含む光センサ４２は、患者の脈拍数、呼吸数及び血中
酸素飽和度を検出するデータを取得することができる。温度センサ４０は、取得された情
報を信号調整ユニット６８に送信することができ、信号調整ユニット６８は、この取得さ
れた情報を変調した後でマイクロコントローラユニット（「ＭＣＵ」）７０に送信するこ
とができる。光センサ４２は、ＬＥＤドライバ及び利得／フィルタ処理段を含むことがで
きるアナログフロントエンド（「ＡＦＥ」）７２に動作可能に接続する（又はＡＦＥ７２
を含む）ことができる。ＬＥＤドライバは、ＬＥＤ発光体に電力を供給することができ、
取得された光学データは、ＡＦＥ７２内の利得／フィルタ処理段に送信することができる
。ＡＦＥ７２は、光センサ４２から取得されたデータと、システム１０の他の要素から受
取られたその他の信号とを変換するデジタルアナログ変換器（「ＤＡＣ」）及び高分解能
アナログデジタル変換器（「ＡＤＣ」）を含むこともできる。ＡＦＥ７２は、ＭＣＵ７０
との間で信号及びデータを送受信することができる。従って、ＭＣＵ７０は、ＡＦＥ取得
及び制御ユニットを含むことができる。ＭＣＵ７０は、信号処理及びパラメータ測定ユニ
ットと、発見ＢＬＥサービスデータ転送部（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ＢＬＥ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　Ｄａｔａ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ）とを含むこともできる。最後に、ＭＣＵ７０は、シス
テムオンチップ（「ＳｏＣ」）（例えば、プリント基板５６）を含むとともに、記憶装置
７４（例えば、ＵＳＤカード）、１又は２以上の入力装置（例えば、バッテリ５４に結合
された電源ボタン３４）、及び１又は２以上の出力装置（例えば、インジケータ２２、バ
ッテリレベルインジケータ３６、ディスプレイ３８、音声警報など）と通信することがで
きる。
【００４２】
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　ウェアラブル装置１２は、無線接続性レイヤ７６を含むこともできる。無線接続性レイ
ヤ７６は、ＭＣＵ７０の一部とすることも、又はウェアラブル装置１２内のプリント基板
５６上でＭＣＵ７０に別様に結合することもできる。無線接続性レイヤ７６は、ウェアラ
ブル装置１２がＢＬＥネットワーク２０及び／又は無線周波数を介してシステム１０の他
の要素との間でデータ及び信号を送受信できるように、無線周波数及びＢＬＥスタックを
含むことができる。ＭＣＵ７０、及びウェアラブル装置１２の電子部品には、バッテリ５
４及び電源／バッテリ制御要素（例えば、電源ボタン３４）が結合されてこれらの電子部
品に電力を供給することができる。バッテリ５４及び電源ボタン３４は、バッテリ５４を
再充電するために充電ポート４４（図示せず）に結合することもできる。
【００４３】
　図９は、ウェアラブル装置１２の作動及び動作方法１００、並びにシステム１０の他の
要素への信号及びデータ送信の例示的なフローチャートである。例えば、ウェアラブル装
置１２を患者に取付け、ステップ１０２においてウェアラブル装置１２をオンにして装置
の初期化を促すことができる。ウェアラブル装置１２は、オンになると、ステップ１０４
において、所定のＡＦＥ構成、警報パラメータ及びその他の動作の詳細をロードして、セ
ルフテストを受けることもできる。このセルフテストにより、温度センサ４０、光センサ
４２及び（例えば、無線接続性レイヤ７６などの）無線通信要素が正しく動作しているこ
とを確認することができる。ステップ１０４は、センサからの信号が信号解析を実行する
のに十分であるかどうかをチェックするためのセンサオフ検出モジュールを含むことがで
きる。センサオフ検出モジュールは、ウェアラブル装置１２が作動している間に継続的及
び／又は定期的に動作することができる。例えば、光センサ４２からの信号又はその二乗
平均平方根が低閾値よりも大きく高閾値よりも小さい場合、検出モジュールは、取得した
データに基づいて、この信号が有効であってデータ取得及びピーク検出が行えるほど十分
に強い旨のフラグを戻すことができる。一方で、光センサ４２からの信号又はその二乗平
均平方根が低閾値よりも低く、高閾値よりも高く、或いは別様に範囲から外れている場合
、後述する他の処理モジュールは、有効な信号が検出された旨が検出モジュールによって
示されるまで動作しないようにすることができる。或いは、光センサ４２からの信号又は
その二乗平均平方根が低閾値よりも低く、高閾値よりも高く、或いは別様に範囲から外れ
ている場合には、さらに強い信号をもたらすように検出パラメータを調整することもでき
る。例えば、信号品質が低すぎる場合、ユーザは、さらに強い信号をもたらすことができ
るように放射光の強度を高めることができる。さらに、これらのセンサがモニタリングに
適する旨の信号をユーザ装置１４に送信することもできる。低閾値及び高閾値は、既存の
サンプルに基づくことができる。さらに、以下でさらに詳細に説明するように、検出され
たデータ及び／又は他のユーザ入力に基づいて（例えば、ユーザ入力を介して）モニタリ
ング中に範囲を調整することもできる。
【００４４】
　これに加えて、又はこれとは別に、信号の利得調整を計算することもできる。その後、
計算した利得調整をそれぞれの低閾値及び高閾値と比較し、取得されたデータに基づいて
、信号が有効であってデータ取得及びピーク検出が行えるほど十分に強いかどうかを判定
することができる。
【００４５】
　ウェアラブル装置１２は、自機が正しく動作していない場合、インジケータ２２を作動
させ、及び／又はウェアラブル装置１２が正しく動作していない旨を示す信号をユーザ装
置１４に送信することができる。例えば、ウェアラブル装置１２は、バッテリが減少して
いたり、或いは患者に正しく配置されておらず、又はセンサと患者の皮膚との間に障害物
が存在することによって、体温、脈拍数などを測定できなかったりすることがある。
【００４６】
　ウェアラブル装置１２は、正しく動作している場合、ステップ１０６においてデータの
取得を開始し、温度センサ４０と光センサ４２の両方を作動させることができる。上述し
たように、光センサ４２は、赤色、赤外線及び／又は緑色のＬＥＤを利用し、結果として
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得られる一部又は全部の光信号を収集することができる。赤色、赤外線又は緑色の信号か
ら生じた波形は、正確な呼吸数をもたらすように３つの異なる段階（すなわち、前処理、
異なる特徴を用いた呼吸数の推定、及び表示すべき単一の値を生成するための呼吸数の組
み合わせ）で処理することができる。ステップ１０８において、温度センサ４０が温度デ
ータを取得することができ、ステップ１１０において、光センサ４２がＳｐＯ2の未加工
データ信号を取得することができ、ステップ１１２において、この信号を（上述したよう
に）ＡＦＥ設定値に基づいて調整することができる。
【００４７】
　ステップ１１４において、温度データ及びＳｐＯ2データと対応する信号とをいずれも
前処理することができる。この前処理は、未加工データを前処理モジュールに入力してフ
ィルタ処理とデシメート処理とを行うことを含むことができる。未加工データは、典型的
な呼吸数の周波数から典型的な脈拍数の周波数を分離するようにデジタル的にフィルタ処
理することができる。例えば、新生児患者では、典型的な脈拍数の周波数範囲が約１．６
７Ｈｚ～２．６７Ｈｚであり、典型的な呼吸数の周波数範囲が約０．３３Ｈｚ～１．０Ｈ
ｚである。小児患者では、典型的な脈拍数の周波数範囲が約１．１７Ｈｚ～１．８３Ｈｚ
であり、典型的な呼吸数の周波数範囲が約０．２Ｈ～０．５Ｈｚである。成人患者では、
典型的な脈拍数の周波数範囲が約１．０Ｈｚ～１．６７Ｈｚであり、典型的な呼吸数の周
波数範囲が約０．２Ｈｚ～０．４２Ｈｚである。
【００４８】
　前処理モジュールは、光センサ４２から受取った光学データから、デシメート処理とロ
ーパスフィルタ処理とを行った赤色及び赤外線信号を出力することができる。或いは、前
処理モジュールは、光センサ４２から受取ってデシメート処理とローパスフィルタ処理と
ハイパスフィルタ処理とを行った赤色及び赤外線信号を出力することもできる。ローパス
フィルタ及びハイパスフィルタは、未加工データの値、未加工データのサンプリングレー
ト及び／又はユーザ入力に基づいて調整又は再計算することができる。データにデシメー
ト処理とフィルタ処理とを行うと、データの記憶及び処理に必要なメモリ及び処理能力を
低減することができる。１つの例では、フィルタ処理したデータのサンプリングレートを
１００Ｈｚとすることができる。ローパスフィルタは、約４Ｈｚ、約６Ｈｚ、約８Ｈｚ又
は約１０Ｈｚのカットオフ周波数を有する３００次フィルタを含むことができ、ハイパス
フィルタは、約０．５Ｈｚ、約０．３Ｈｚ又は約０．１Ｈｚのカットオフ周波数を有する
６００次フィルタを含むことができる。１つの態様では、フィルタ及びカットオフ周波数
を、患者の年齢、体重、診断結果又はその他の患者固有の詳細に基づいて調整することが
できる。また、フィルタ及びカットオフ周波数は、患者の皮膚から取得される信号の強度
及び品質を最適化する自動較正過程の一部として調整することもできる。ローパスフィル
タ及びハイパスフィルタは、それぞれ約１．５秒及び３秒のわずかな遅延を引き起こすこ
とができる。
【００４９】
　次に、ステップ１１６において、アルゴリズムを通じて前処理データを処理することが
できる。これらのアルゴリズムは、脈拍数アルゴリズム、ＳｐＯ2アルゴリズム、呼吸数
アルゴリズム及び体温アルゴリズムを含むことができる。このアルゴリズムに基づいて、
脈拍数、ＳｐＯ2、呼吸数及び体温の値を計算することができる。ステップ１１８におい
て、ＢＬＥネットワーク２０を介してこれらの値をウェアラブル装置１２からシステム１
０の他の要素に送信又は転送することができ、これらの他の要素は、これらの値をさらに
処理し、表示して記憶することができる。
【００５０】
　ステップ１２０において、各計算された値を、特定の患者について予めプログラムでき
る、又は（例えば、ユーザを通じて）調整可能に設定できる閾値又は範囲と比較すること
ができる。計算された値がそれぞれの閾値又は範囲の外側にある場合には、その計算値に
アラーム状態が存在する。アラーム状態が存在する場合、ステップ１２２において、ＢＬ
Ｅネットワーク２０を通じて例えばユーザ装置１４にアラーム通知を送信し、ユーザ装置
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１４はこれを表示又は別様に示すことができる。さらに、ステップ１２４において、ウェ
アラブル装置１２上でアラーム指示を示すこともできる。例えば、インジケータ２２が赤
色光を点灯又は点滅させることができる。これとは別に、又はこれに加えて、ウェアラブ
ル装置１２がブザー又はその他の可聴信号を鳴らすこともできる。ウェアラブル装置１２
及びユーザ装置１４上のアラーム指示（例えば、特定の点滅パターン又はブザー音）は、
アラームのタイプ（例えば、高すぎる又は低すぎる体温、高すぎる又は低すぎる呼吸数、
高すぎる又は低すぎるＳｐＯ2など）に基づいて変化することができる。さらなるアラー
ム指示は、例えばバッテリ残量の減少、センサ又はウェアラブル装置１２の誤動作などの
他のシステム問題を示すことができる。これらのアラーム指示は、ウェアラブル装置１２
又はユーザ装置１４上の可聴指示又は別個のインジケータライトを含むことができる。さ
らに、ステップ１２６において、装置ロジック及び構成ユニットに、ウェアラブル装置１
２のメモリ内の記憶情報を含むことができる信号を送信することができる。最後に、ステ
ップ１２８において、ウェアラブル装置１２は、装置ロジック及び構成ユニットへの信号
に基づいて、ＢＬＥネットワーク２０を介して情報又は更新を要求及び／又は受信するこ
とができる。さらに、図１に示すように、ウェアラブル装置１２は、アラーム状態が存在
するかどうかにかかわらず、ユーザ装置１４に処理データを送信して表示することもでき
る。
【００５１】
　ウェアラブル装置１２は、例えば１０秒毎、１５秒毎、３０秒毎、１分毎、５分毎など
のセンサデータ取得間のスリープモードを含むプログラムを含むこともできる。ウェアラ
ブル装置１２は、異なるセンサ及び／又は異なるバイタルサインパラメータによって異な
ることができる複数のスリープモードを含むことができる。例えば、脈拍数を１０秒毎に
測定し、体温を１分毎に測定することもできる。或いは、ウェアラブル装置１２は、作動
時に温度センサ４０及び光センサ４２を用いてデータを継続的に検知し、このデータをユ
ーザ装置１４に送信することもできる。
【００５２】
　図１０は、一定期間にわたる前処理した赤色又は赤外線光センサデータ２０２の例示的
なグラフ２００である。例えば、図１０には、数ある特徴の中でもとりわけ、一定期間に
わたる光電式容積脈波記録法読み取り値のパルス振幅２０４、各ピーク間のピーク間隔２
０６及びトラフ間間隔２０８を示す。ウェアラブル装置１２は、光センサ４２からの前処
理された光学データを解析できるピーク検出モジュールを介して患者の脈拍数、呼吸数及
び血中酸素飽和度を求めることができる。この解析は、ウェアラブル装置１２が作動した
時点から（例えば、７秒）遅れて行うことができる。ピーク検出モジュールは、約０．３
秒の信号遅延を含むことができるピーク検出アルゴリズムを使用することができる。ピー
ク検出アルゴリズムは、極大値（Ｘmax、Ｙmax）及び極小値（Ｘmin、Ｙmin）を検出する
ことができる。このグラフは、極大値間及び極小値間で複数のウィンドウに分割すること
ができ、これによって重複隆起（ｄｉｃｒｏｔｉｃ　ｎｏｔｃｈ）の信号を検出する確率
を低下させることができる。ピーク検出モジュールの結果は、その妥当性を確認して、ロ
ーカルメモリ構造又はウェアラブル装置１２内のメモリに（例えば、１０個の最大値及び
最小値を）記憶することができる。なお、患者は、典型的には吸気中に（しばしば呼吸性
洞性不整脈又は「ＲＳＡ」と呼ばれる）一時的な脈拍数の増加を示し、従って一定期間に
わたって脈拍数データを平均すると、脈拍数読み取り値の信頼性を高めることができる。
【００５３】
　脈拍抽出モジュールは、ピーク間隔２０６（図１０）から平均脈拍数を計算することが
できる。１つの態様では、一定期間にわたる平均脈拍数を求めるために次の式を使用する
ことができる。
【数１】
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【００５４】
　この式において、Ｆｓはサンプル周波数であり、Ａｖｅｒａｇｅ　Ｐ２Ｐは１０秒ウィ
ンドウ内の最大ピーク間の平均間隔である。Ａｖｅｒａｇｅ　Ｐ２Ｐは、次の式を用いて
求めることができる。
【数２】

【００５５】
　この式において、Ｎは、ウィンドウ又はデータの一部（例えば、１０秒）におけるピー
ク間隔の数であり、ｐ２ｐは、図１０の最大値間２０６及び最小値間２０８によって示さ
れる各ピーク間のピーク間隔である。この式は、ｉ＝０からｉ＝Ｎ－１までのピーク間隔
の総和である。脈拍抽出モジュールは、平均脈拍値をもたらす。脈拍抽出モジュールは、
ピークが検出される毎にパルス値を更新できるパルス値更新の頻度を定める脈拍更新期間
を含むこともできる。従って、脈拍数は、継続的に更新される１０秒の期間の平均に基づ
くことができる。さらに、脈拍抽出モジュールは、（例えば、１５秒をデフォルトとする
ことができる）有効性規定パラメータを含むことができ、脈拍数の有効値が最後に検出さ
れてから経過した時間が有効性規定パラメータよりも大きい場合には、脈拍抽出モジュー
ルが、脈拍数が有効でない旨の信号を出力して、有効な平均脈拍数を表示できるほど十分
な値が測定されるまで脈拍数の出力を待機することができる。すなわち、脈拍抽出モジュ
ールは、指定期間（有効性規定パラメータ）内に十分に一貫した有効な脈拍数を取得した
時にのみ平均脈拍数値を出力することができる。
【００５６】
　ＳｐＯ2抽出モジュールは、ピーク検出モジュールからのピーク位置を用いてＡＣ成分
及びＤＣ成分からＲ値を計算するＳｐＯ2アルゴリズムを含むことができる。例えば、次
の式により表される。
【数３】

【００５７】
　上記の式中、ＡＣｒ及びＤＣｒは、光センサ４２によって検出された赤色光を示す赤色
チャネルのＡＣ成分及びＤＣ成分である。ＡＣｉｒ及びＤＣｉｒは、光センサ４２によっ
て検出された赤外光を示す赤外チャネルのＡＣ成分及びＤＣ成分である。その後、ＳｐＯ

2抽出モジュールは、次の例示的な式を用いてＳｐＯ2値を計算することができる。
　ＳｐＯ2＝１１０－（２５×Ｒ）
【００５８】
　計算されたＳｐＯ2値は、その妥当性を確認してＳｐＯ2抽出モジュール又はウェアラブ
ル装置１２内のメモリに記憶することができる。一定期間にわたる複数のＳｐＯ2値を使
用して、例えば１０秒などの期間にわたる平均ＳｐＯ2値を計算することができる。さら
に、ＳｐＯ2抽出モジュールは、脈拍抽出モジュールの場合と同様に、ピークが検出され
る毎にＳｐＯ2値を更新できるＳｐＯ2値更新頻度を定めるＳｐＯ2更新期間を含むことも
できる。従って、ＳｐＯ2は、継続的に更新される１０秒の期間の平均に基づくことがで
きる。さらに、ＳｐＯ2抽出モジュールは、（例えば、１５秒をデフォルトとすることが
できる）有効性規定パラメータを含むことができ、ＳｐＯ2の有効値が最後に検出されて
から経過した時間が有効性規定パラメータよりも大きい場合には、ＳｐＯ2抽出モジュー



(17) JP 2019-524409 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

ルが、ＳｐＯ2値が有効でない旨の信号を出力して、有効な平均ＳｐＯ2値を表示できるほ
ど十分な値が測定されるまでＳｐＯ2値の出力を待機することができる。すなわち、Ｓｐ
Ｏ2抽出モジュールは、正確な平均ＳｐＯ2値を求めるのに十分なピーク間データを取得し
た時にのみＳｐＯ2値を出力することができる。
【００５９】
　呼吸数抽出モジュールは、パルス振幅変動性（「ＰＡＶ」）に基づいて呼吸数を計算す
るためのアルゴリズムを含むことができる。例えば、次の式により表される。
　ＰＡＶ＝ｙｍａｘ［ｉ］－ｙｍｉｎ［ｉ］
【００６０】
　この式において、ｙmax［ｉ］は、赤外線光電式容積脈波記録法信号の極大値であり、
ｙmin［ｉ］は、赤外線光電式容積脈波記録法信号の極小値である。図１０には、ＰＡＶ
を２０４として示す。なお、ＰＡＶは、呼吸数抽出モジュールが呼吸数を計算できる様々
な方法のうちの１つにすぎない。さらなる構成では、呼吸数抽出モジュールが、ピーク間
の振幅変化、又は谷間の振幅変化に基づいて呼吸数を求めることもできる。呼吸数計算及
び／又はさらなる計算では、ＰＡＶに加えて、図１０に２０８として示すパルス幅変動性
（ＰＷＶ）、及び２１０として示すベースライン最小変動性（ＢＭＶ）も有用となり得る
。例えば、異なる患者が異なるＰＡＶ、ＰＷＶ、ＢＭＶなどの変動を示し得ることに起因
して、光電式容積脈波記録法波形の変化は患者によって異なり得るので、２１２として示
すｘmax［ｉ－１］とｘmin［ｉ－１］との間の時間、及び２１４として示すｘmin［ｉ－
１］とｘmax［ｉ］との間の時間は、さらなる計算にとって有用な情報を提供することが
できる。患者間の変動は較正係数によって考慮することができ、或いは重み付けした変動
の組み合わせによって患者の呼吸数を生じることもできる。１つの例では、ＰＡＶ値を１
０Ｈｚのサンプリングレートに補間することによってピーク間測定値を時間領域に変換す
ることができる。次に、呼吸数抽出モジュールは、上記で識別した光電式容積脈波記録法
信号の特徴のうちの１つ又は２つ以上に対してスライディングウィンドウ内で高速フーリ
エ変換を実行することができる。例えば、呼吸数抽出モジュールは、３０秒のＰＡＶデー
タのウィンドウ上で１秒シフトで高速フーリエ変換を実行することができる。結果として
得られる変換データは、約０．０８Ｈｚ～約０．８Ｈｚのスペクトル範囲内に存在できる
スペクトル最大値を検出することができる。なお、光電式容積脈波記録法を用いて呼吸数
を推定するために、連続ウェーブレット変換、ニューラルネットワーク又は他の方法を使
用することもできる。呼吸数値は、Ｔ＝１／Ｆを計算することによってスペクトル最大値
を時間領域に変換して１０Ｈｚのサンプリングレートに補間することによって計算するこ
とができる。
【００６１】
　抽出された呼吸数値は、その妥当性を確認して呼吸数抽出モジュール又はウェアラブル
装置１２内のメモリに記憶することができる。一定期間にわたる複数の呼吸数値を使用し
て、例えば１０秒などの期間にわたる平均呼吸数を計算することができる。さらに、呼吸
数抽出モジュールは、脈拍抽出モジュール及びＳｐＯ2抽出モジュールの場合と同様に、
最大値又は最小値が検出される毎に呼吸数値を更新できる呼吸数値更新頻度を定める呼吸
数更新期間を含むこともできる。従って、呼吸数は、継続的に更新される１０秒の期間の
平均に基づくことができる。さらに、呼吸数抽出モジュールは、（例えば、１５秒をデフ
ォルトとすることができる）有効性規定パラメータを含むことができ、呼吸数の有効値が
最後に検出されてから経過した時間が有効性規定パラメータよりも大きい場合には、呼吸
数抽出モジュールが、呼吸数値が有効でない旨の信号を出力して、有効な平均呼吸数値を
表示できるほど十分な値が測定されるまで呼吸数値の出力を待機することができる。すな
わち、呼吸数抽出モジュールは、正確な平均呼吸数値を求めるのに十分な最大及び最小デ
ータを取得した時にのみ呼吸数値を出力することができる。
【００６２】
　さらに、呼吸数抽出モジュールは、他の方法を通じて呼吸数を抽出することもできる。
例えば、呼吸数値の加重平均を用いて、表示して警報決定に使用すべき単一の呼吸数値を
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求めることもできる。患者が異なれば光電式容積脈波記録法の波形も変動し、従って例示
的な呼吸数アルゴリズムは、ピーク間値、パルス振幅変動及び基準最小変動の加重平均を
使用することができる。
【００６３】
　温度測定モジュールは、温度センサ４０からのデータを約１Ｈｚのサンプリングレート
でサンプリングすることができる。温度測定モジュールは、次の式に従って温度信号Ｔｒ
ａｗから摂氏で温度Ｔを計算することができる。
　Ｔ＝（Ｔｒａｗ×ａ）－ｂ
【００６４】
　この式において、ａ及びｂは、特定のハードウェアに基づいて変動又は調整できる較正
パラメータである。１つの態様では、ａ＝１７５／６５５３６であり、ｂ＝４６．８５で
ある。上述した抽出値及び計算値は、ＭＣＵ７０の一部とすることができるファームウェ
アモジュールに送信することができる。ファームウェアモジュールは、各抽出値及び計算
値の予めプログラムされた閾値及び／又は範囲を受取り又は有する。これらの閾値及び／
又は範囲は、ユーザ装置１４から、及び／又はユーザ装置１４上でダウンロードされた又
は別様に動作するモバイルアプリケーションから、ＢＬＥネットワークを介して取得する
ことができる。図１２に関して後述するように、各抽出値及び計算値の閾値及び／又は範
囲は、例えば、年齢、体重、診断された病気などに基づいて、モバイルアプリケーション
を介して患者固有のものとなるように調整することができる。ファームウェアモジュール
は、これらの閾値及び／又は範囲を内部的に又はウェアラブル装置１２のメモリに記憶す
る。ファームウェアモジュールは、上述した各値についての抽出値及び計算値をそれぞれ
の閾値又は範囲と比較することができる。
【００６５】
　抽出値又は計算値がそれぞれの閾値を超え又はそれぞれの範囲の外側にある場合、ファ
ームウェアモジュールはアラームモードを作動させる。アラームモードは、ウェアラブル
装置１２上のローカルアラーム指示を含むことができる。説明したように、このローカル
アラーム指示は、例えば点灯又は点滅する赤色ＬＥＤ及び／又は可聴アラーム（例えば、
ユーザ装置１４のいずれかのウェアラブル装置から発せられる可聴信号）などのインジケ
ータ２２を作動させることを含むことができる。アラームモードは、ユーザ装置１４及び
／又はモバイルアプリケーションに警報データを送信することを含むこともできる。ユー
ザ装置１４及び／又はモバイルアプリケーションは、アラーム通知を表示し、及び／又は
可聴又は触覚アラームを作動させることができる。アラームモードは、アラームモードを
引き起こした（単複の）バイタルサインが閾値未満又は範囲内に戻るまで作動状態を維持
することができる。或いは、ユーザがミュート及び／又はリセットコマンドを入力するこ
ともできる。このコマンドは、ユーザ装置１４、モバイルアプリケーションに対する動作
、又はウェアラブル装置１２に対する直接的な動作によって入力することができる。
【００６６】
　例えば、計算された温度は、最も近い百分の一に四捨五入し、ＭＣＵに送信してアラー
ム状態が存在するかどうかを判断することができる。計算された温度は、アラーム通知の
有無にかかわらずユーザ装置１４に送信することもできる。計算された温度は、温度測定
モジュール、又はウェアラブル装置１２のメモリに記憶することができる。計算された温
度は、平均せずに送信及び／又は表示することもできる。これとは別に、又はこれに加え
て、一定期間にわたる平均温度を送信し、記憶し、及び／又は表示することもできる。
【００６７】
　次に、図１１～図１３に、実装してユーザ装置１４のディスプレイ２４上に表示できる
モバイルアプリケーションの態様を示す。この態様では、モバイルアプリケーションを、
コンピュータ上、スマートホン上、タブレット上などで実行されるアプリケーションとす
ることも、デスクトップコンピュータ上、ラップトップコンピュータ上又はその他の電子
ディスプレイ上で展開されるウェブアプリケーションとすることもできる。図１１に示す
ように、モバイルアプリケーションは、ユーザインターフェイス３１０を含むことができ
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る。ユーザインターフェイス３１０は、ダッシュボード３１４と、ユーザ管理タブ３１６
と、装置タブ３１８と、事前設定グループタブ３２０と、構成タブ３２２とを含むことが
できるタブリスト３１２を含むことができる。リスト３１２内の各タブは、ユーザによる
複数のウェアラブル装置１２に関連する情報の閲覧、及び設定、アラーム閾値などの修正
を可能にすることができる、ユーザインターフェイス３１０上の異なる表示を含むことが
できる。
【００６８】
　ダッシュボード３１４が選択されると、ユーザインターフェイス３１０は複数の患者表
示３２４を含み、各患者表示３２４は、それぞれのウェアラブル装置１２によって測定さ
れた各患者の現在の生体データを表示することができる。例えば、患者表示３２４は、各
ウェアラブル装置１２に関連する患者の氏名３２６と、各ウェアラブル装置１２の現在の
バッテリ充電レベル３２８と、患者のウェアラブル装置からの過去の傾向データを閲覧す
るためのリンク３３０と、患者の情報を閲覧又は編集するためのリンク３３２とを表示す
ることができる。患者表示３２４は、患者の親戚の指名、ベッド番号、或いは患者のアイ
デンティティ又は場所を示す他のいずれかの情報を表示することもできる。患者表示３２
４は、ウェアラブル装置の動作状態についてのインジケータ、並びにウェアラブル装置と
の接続が失われた場合及び／又はデータの送信が停止した場合の警告を表示することもで
きる。患者表示３２４は、脈拍数３３４、呼吸数３３６、ＳｐＯ2パーセンテージ３３８
及び体温３４０に関するリアルタイム情報を表示することもできる。このリアルタイム情
報は、上述したような温度センサ４０及び光センサ４２から取得された処理データに基づ
いて抽出及び／又は計算することができる。また、ユーザインターフェイス３１０は、日
時３４２と、例えばウェアラブル装置１２を装着している患者のケアを行う任務を負って
いる特定の医療専門家などのユーザを識別するユーザプロファイル３４４とを含むことも
できる。さらに、患者表示３２４は、各患者の現在の光電式容積脈波記録法波形を表示す
るオプションを含むこともできる。
【００６９】
　なお、図１１では、８つの患者表示３２４しか表示されていないが、ユーザインターフ
ェイス３１０上のダッシュボード３１４は、最大１５個の患者表示３２４、最大３０個の
患者表示３２４、最大５０個の患者表示３２４などを表示することもできる。例えば、ユ
ーザインターフェイス３１０は、一連のダッシュボード３１４を継続的に巡回して全ての
患者表示３２４を表示することもできる。或いは、ユーザインターフェイス３１０は、例
えばアラーム状態の患者表示３２４、又は警報条件である特定の範囲内にある状態の患者
表示３２４などの一部の患者表示３２４を選択的に表示することもできる。さらに、ユー
ザは、複数のダッシュボード３１４を通じてスクロール又はトグル操作して全ての患者表
示３２４を表示することもできる。
【００７０】
　脈拍数３３４、呼吸数３３６、ＳｐＯ2パーセンテージ３３８又は体温３４０のうちの
１つがプログラムされた閾値を上回り又はプログラムされた範囲から外れる場合、患者表
示３２４は警報を出すことができる。この警報は、点滅する光、点滅する数字、又は特定
の生体パラメータの数字の色の変化の形を取ることができる。これとは別に、又はこれに
加えて、ユーザ装置１４は、可聴又は振動警報を含むこともできる。これらの警報は、受
取られた処理データと警報データの両方に基づくことができる。
【００７１】
　図１２に、患者固有のプロファイル３４６を示す。１つの例では、ユーザが特定の患者
表示３２４又はリンク３３２をクリック又は別様に選択して、患者固有のプロファイル３
４６を表示することができる。患者固有のプロファイル３４６は、予め設定されたバイタ
ルサイングループ３４８を医療専門家が選択できるようにする一連のドロップダウン選択
肢を表示することができる。各バイタルサイングループ３４８は、例えば脈拍数範囲３５
０、呼吸数範囲３５２、血中酸素飽和度（ＳｐＯ2）範囲３５４及び／又は体温範囲３５
６を含む、様々な生体データの複数の閾値又は範囲を含むことができる。生体データ及び
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／又は閾値又は範囲は、どのバイタルサイングループ３４８が選択されたかに基づいて変
動することができる。例えば、「早産児」が選択された場合、脈拍数範囲３５０は８０拍
／分～２２０拍／分、呼吸数範囲３５２は３０呼吸／分～６０呼吸／分、血中酸素飽和度
（ＳｐＯ2）範囲３５４は８８％～９８％、体温範囲３５６は３６℃～３８℃になり得る
。さらなるバイタルサイングループ３４８は、３０週未満、３０週～３４週、３４週～３
８週、３８週～４２週などの「予定日」を含む。各範囲は、ドロップダウン選択肢又は直
接編集を介してさらに手動で調整することも、或いはユーザのプロファイル又は予めプロ
グラムされた設定値に基づいて固定することもできる。さらに、各患者固有のプロファイ
ル３４６は、その患者及びウェアラブル装置１２に関連するセンサモニタリング及びアラ
ームを選択的にアクティブ又は非アクティブにするように「ミュート」設定と「アクティ
ブ」設定との間で切り替えることができるミュートボタン３５８を含むことができる。患
者固有のプロファイル３４６は、患者の氏名及び表示名、生年月日、出生時体重及び入院
時診断などの編集可能な情報フィールドを含むこともできる。最後に、患者固有のプロフ
ァイル３４６は、選択された設定を記憶するための保存ボタン３６０と、複数の患者表示
３２４を表示するユーザインターフェイス３１０に戻るための閉じるボタン３６２とを含
むことができる。
【００７２】
　図１３に、ユーザインターフェイス３１０の別の特徴を示す。図示のように、ユーザイ
ンターフェイス３１０は、温度センサ４０及び光センサ４２から取得されたデータのグラ
フィック表現３６３を含むことができる。例えば、ユーザインターフェイス３１０は、一
定期間にわたる脈拍数３３４データのグラフ３６４を含むことができる。このようなグラ
フは、例えばユーザが脈拍数３３４のアイコン／タブを選択することによって形成又はア
クセスすることができる。グラフ３６４は、瞬間的な脈拍数３３４の読み取り値のプロッ
トと、図１２に示すようなバイタルサイングループ３４８内で選択された脈拍数範囲３５
０の上限及び下限とを含むことができる。グラフ３６４上に表示される期間は、期間タブ
３６６を介して選択することができる。１つの態様では、グラフ３６４が、過去１時間、
２時間、４時間、２４時間などにわたって取得されたデータを表示することができる。グ
ラフ３６４は、呼吸数３３６のデータ、ＳｐＯ2　３３８のデータ及び／又は体温３４０
のデータも同様に表示することができる。グラフ３６４は、それぞれのデータを別個に表
示することも、或いは特定の測定データをそれぞれのプロットが重なり合った状態で同時
に表示することもできる。グラフィック表現３６３は、複数の患者表示３２４を表示する
ユーザインターフェイス３１０に戻るための閉じるボタン３６８を含むことができる。グ
ラフィック表現３６３は、検出されたバイタルサインがそれぞれの範囲外にある時にユー
ザが一定期間にわたって「事象」を入力できるようにする機能を含むこともできる。グラ
フィック表現３６３は、例えば２０秒後、１分後、５分後、１０分後などにアラーム通知
がオフにされず又は別様に対処されない場合には、さらなる通知を含むこともできる。
【００７３】
　さらに、ユーザインターフェイス３１０は、ユーザ管理タブ３１６を介してアクセスで
きる複数のユーザログイン情報を含むことができる。１つの態様では、病院の各医療専門
家が個人ユーザログインを有することができる。１人のユーザには患者表示３２４の一部
を表示する一方で、別のユーザには複数の患者表示３２４全体を表示することもできる。
これに加えて、又はこれとは別に、図１２に関して上述した患者固有のプロファイル３４
６を調整するためのアクセス権をユーザの一部のみに認めることもできる。さらに、ユー
ザ管理タブ３１６（図１１）は、選択されたユーザが他のユーザのアクセス設定を修正で
きるようにすることもできる。ユーザインターフェイス３１０は、新たな医療専門家が新
たなユーザログインを形成して設定及びアクセスパラメータをカスタマイズできるように
することもできる。ユーザインターフェイス３１０は、各ユーザのログイン及びログアウ
ト時間を記憶し、そのユーザがユーザアカウント及び患者アカウントに対して行ったあら
ゆる変更を記録することができる。
【００７４】
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　各患者の履歴データは、モバイルアプリケーションに記憶することができる。例えば、
装置タブ３１８（図１１）は、ユーザが各ウェアラブル装置１２の履歴データを特定の期
間にわたって閲覧できるように、各ウェアラブル装置１２を個別に選択できるウェアラブ
ル装置１２のリストを表示することができる。これに加えて、又はこれとは別に、このよ
うな履歴データ（図１３）には、アイコン３３０を選択することによってダッシュボード
からアクセスすることもできる。このような情報は、アラーム状態の場合に、アラーム状
態の潜在的原因及び／又はアラーム状態の傾向を調査及び／又は診断するために有用とな
り得る。
【００７５】
　事前設定グループタブ３２０は、ユーザがウェアラブル装置１２のグループを閲覧又は
形成できるようにすることができる。ユーザは、ウェアラブル装置１２の一部を選択し、
この一部の患者表示３２４のみを閲覧できるようにダッシュボード設定を行うことができ
る。例えば、ユーザは、潜在的にリスクの高い状態の患者を素早く閲覧するために、患者
表示３２４を患者の年齢、診断結果、平均脈拍数などによってソートすることができる。
事前設定グループタブ３２０は、「早産児」グループ及び「予定日」グループなどの予め
設定されたバイタルサイン閾値をユーザが修正、削除又は追加できるようにすることもで
きる。
【００７６】
　構成タブ３２２は、ユーザ又は選択されたユーザグループがユーザインターフェイス３
１０の設定を修正できるようにすることができる。例えば、ユーザは、色彩設計の変更、
ダッシュボード３１４に対するウェアラブル装置１２の追加又は削除などを行うことがで
きる。１つの例では、構成タブ３２２が、ユーザが自身のスマートホン、スマートウォッ
チ、タブレット又はその他のモバイル装置をユーザインターフェイス３１０と同期させて
、これらのモバイル装置上で患者表示３２４の閲覧及び警報信号の受信を行えるようにす
ることができる。構成タブ３２２では、ユーザがデータのバックアップ及びエクスポート
設定を制御することもできる。
【００７７】
　図１４は、１つの態様による、ウェアラブル装置１２及びシステム１０の他のコンポー
ネントを使用して患者を電子的にモニタリングして警報を出す例示的な方法のフロー図で
ある。例えば、図１４に詳述するように、システム１０は、方法４００を継続的又は周期
的に実行して複数の患者の生体情報をモニタリングすることができる。ステップ４０２は
、センサから生体パラメータに関するデータを取得するステップを含むことができる。こ
のステップは、ウェアラブル装置１２が温度センサ４０及び光センサ４２を作動させるス
テップを含むことができる。上述したように、このデータ取得ステップの前に、装置の初
期化及び／又はセルフテスト工程を行うことができる。生体パラメータは、体温、脈拍数
、呼吸数及び／又はＳｐＯ2に関する未加工データとすることができる。ステップ４０４
は、センサから取得された未加工データを処理するステップを含むことができる。上述し
たように、未加工データは、例えばマイクロコントローラユニット７０及び／又はプリン
ト基板５６上の他の内部コンポーネント５２がウェアラブル装置１２の内部で処理するこ
とができる。未加工データを処理すると、患者の皮膚温度、脈拍数、呼吸数及び／又はＳ
ｐＯ2の値を得ることができる。
【００７８】
　次に、ステップ４０６において、システム１０は、処理データが、定められた閾値又は
範囲の内側にあるかどうかを判定することができる。例えば、患者の体温を特定のプログ
ラムされた又は別様に設定された温度範囲と比較することができる。処理データが、定め
られた閾値又は範囲の内側にない場合、システム１０は、ステップ４０８に示すように警
報を出すことができる。この警報は、ウェアラブル装置１２及びユーザ装置１４の一方又
は両方を介して示すことができ、この信号警報は、例えばインジケータ２２又は患者表示
３２４の点滅などの可視的指示を含むとともに、生体パラメータが警報モードにある旨の
ユーザに対する可聴又は振動信号をさらに含むことができる。処理データが、定められた
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閾値又は範囲の内側にある場合、システム１０は、ステップ４１０においてセンサからデ
ータを取得し続けることができる。システム１０は、たとえステップ４０８において警報
が出された場合でもセンサからデータを取得し続けることができる。さらに、ウェアラブ
ル装置１２は、取得され処理されたデータを、ＢＬＥネットワーク２０を介してユーザ装
置１４に送信することができる。
【００７９】
　上記の方法４００は、温度センサ４０及び光センサ４２の各々について、並びに上述し
た各生体パラメータについて実行することができると理解される。さらに、検知されたデ
ータは、システム１０内の他の装置に送信してさらに解析し、表示し、及び／又は記憶す
ることもできる。或いは、未加工データをユーザ装置１４に送信して処理することもでき
る。
【００８０】
　さらに別の態様では、システム１０が、少なくとも１人の患者の複数の身体部分に配置
された複数のウェアラブル装置１２を含むことができる。例えば、１つのウェアラブル装
置１２を患者の額に配置し、別のウェアラブル装置１２を患者の指及び／又はつま先に配
置することができる。これらの２つのウェアラブル装置１２は、互いに信号を送受信でき
るとともに、各ウェアラブル装置１２が測定した生体パラメータを相互参照して警報信号
を連係させることができる。例えば、反射測定に基づいて光学データを取得する患者の額
のウェアラブル装置１２が警報を出し、透過測定に基づいて光学データを取得する指のウ
ェアラブル装置１２が警報を出さない場合、システム１０は、両方のウェアラブル装置１
２がそれぞれのセンサ測定に基づいて警報を出すまで警報を出さないようにすることがで
きる。或いは、これらのウェアラブル装置１２は、一方のウェアラブル装置１２のみがセ
ンサ測定に基づいて警報状態を検知した場合に両方が警報を出すこともできる。なお、１
又は２以上のウェアラブル装置１２を患者の腕、胸部、脚などに配置することもできる。
【００８１】
　上述したシステム１０及び方法１００、４００は、特に医療専門家よりもはるかに多く
の患者が存在し得る状況において患者ケアを向上させるのに役立つことができる。例えば
、多くの発展途上国では、病院の人員、資金が足りず、及び／又は断続的に電力供給が止
まることもある。これらのシステム及び方法は、１人又は少数の医療専門家が同時に複数
の患者（例えば、少なくとも５人の、少なくとも１５人の、又は少なくとも５０人の患者
）を確実にモニタリングできるようにする。１つの態様では、ウェアラブル装置１２を新
生児医療ユニット内の新生児患者に取付けることができる。ウェアラブル装置１２は、各
患者の体温、脈拍数、呼吸数及びＳｐＯ2測定値を継続的にモニタリングする。この時、
医療専門家は、ユーザ装置１４を介して測定値をモニタリングすることができる。患者の
１人が潜在的に問題のあるバイタルサインを示した場合には、ウェアラブル装置１２及び
ユーザ装置１４の両方が、どの患者に問題があるかについて医療専門家に通報することが
できる。さらに、特定のバイタルサインは、問題のあるバイタルサインの１又は複数の原
因候補を医療専門家に示すこともでき、このことは患者の診断及び／又は治療をより迅速
に行うのに役立つことができる。さらに、上述したシステム１０及び方法１００、４００
では、２つのセンサしか有していない装置が、複数の患者の少なくとも３つ又は少なくと
も４つのバイタルサインの変化に対して正確かつ確実にユーザをモニタリングしてリアル
タイムで警告を与えることもできる。
【００８２】
　また、上述したシステム及び方法は他の状況に適用することもできる。システム１０及
び方法１００、４００は、さらなるモニタリングを必要とする幼児又は幼い子供のバイタ
ルサインを追跡するために、例えば家庭などの病院外で使用することもできる。或いは、
システム１０及び方法１００、４００は、手術中の又は手術から回復中の患者、例えば老
人ホーム又はその他の介護施設内の高齢患者、刑務所内の囚人、及び／又は高持久力トレ
ーニング又は競技を行うアスリートをモニタリングするために使用することもできる。シ
ステム１０及び方法１００、４００は、検出されたバイタルサインに基づいて肺炎などの
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た、システム１０は、バイタルサイン活動の変化率、又はバイタルサイン活動の基準値又
は閾値からの偏差を測定することもできる。システム１０は、これらの変化率又は偏差が
既定値を上回った場合にアラームを作動させることができる。
【００８３】
　また、システム１０及び方法１００、４００は、追加能力を含むようにさらに修正する
こともできる。例えば、ウェアラブル装置１２は、黄疸の診断及び／又は黄疸治療の管理
のために非侵襲的な皮下光学ビリルビンセンサを含むことができる。ウェアラブル装置１
２は、患者の発汗を検出する表面皮膚コンダクタンスセンサを含み、これを新生児薬物離
脱症候群などの複数の新生児病態生理学の診断及び管理に関連付けることもできる。ウェ
アラブル装置１２は、患者の血圧又はその他のバイタルサインを継続的かつ非侵襲的に測
定する光センサ４２を含み、及び／又は修正することもできる。また、ウェアラブル装置
１２は、例えば患者が無呼吸又は別の医学的問題に見舞われている場合に振動による触覚
刺激を与えるために、患者を刺激する機構を含むこともできる。また、システム１０は、
例えば測定されたバイタルサインに基づいて患者が眠っているか又は起きているかを判断
し、睡眠状態及び覚醒状態の両方の活動レベルを求めることによって患者の活動を追跡す
ることもできる。
【００８４】
　当業者には、本明細書の検討及び本明細書に開示した実施形態の実施から、本開示の他
の実施形態が明らかになるであろう。例示的なシステム、装置及び方法の文脈で本開示の
いくつかの特徴について説明したが、本開示はそのように限定されるものではなく、開示
した一般原理に従う本明細書の実施例の代替例及び変形例を含む。明細書及び実施例は、
例示として検討するためのものにすぎず、本開示の正確な範囲及び趣旨は以下の特許請求
の範囲によって示される。

【図１】 【図２】
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